
阿
南
市
消
防
出
初
式
の
ご
案
内

　

輝
か
し
い
平
成
30
年
の
新
春
を

飾
る
阿
南
市
消
防
出
初
式
を
開
催

し
ま
す
。
出
初
式
は
、
消
防
団

員
・
職
員
の
士
気
の
高
揚
と
、
職

務
の
重
要
性
を
再
確
認
し
、
防
災

へ
の
誓
い
を
新
た
に
、
防
災
関
係

者
約
５
０
０
人
が
参
加
し
て
行
わ

れ
る
年
頭
の
恒
例
行
事
で
す
。

　

今
年
度
更
新
し
た
消
防
車
両
を

お
披
露
目
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
消
防

団
員
・
職
員
の
さ
っ
そ
う
た
る
雄

姿
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時　
１
月
７
日
㈰　

午
前
10
時
～

場
所　
夢
ホ
ー
ル
（
文
化
会
館
）

問
い
合
わ
せ
は　
消
防
本
部
警
防

課
（
☎
22

－

３
７
９
６
）
へ

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
証
の

交
付
に
つ
い
て

　

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
65
歳

以
上
の
方
で
、
障
害
者
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
方
に
対
し
て

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
証
」

を
交
付
し
ま
す
。

　

こ
の
認
定
証
は
、
所
得
税
の
確

定
申
告
や
市
・
県
民
税
の
申
告
に

お
い
て
、
税
法
上
の
「
特
別
障
害

者
控
除
」
ま
た
は
「
障
害
者
控
除
」

を
受
け
る
と
き
に
障
害
者
手
帳
の

代
わ
り
と
な
る
も
の
で
、
交
付
に

は
本
人
ま
た
は
家
族
の
申
請
が
必

要
で
す
。

　

な
お
、
既
に
「
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
ら

れ
た
方
で
、
要
介
護
認
定
状
態
区

分
に
変
更
の
な
い
方
は
、
申
告
の

際
に
前
回
交
付
さ
れ
た
認
定
証
が

使
用
で
き
ま
す
の
で
、
新
た
な
申

請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
特
別
障
害
者
・
障
害
者
の
区
分

は
、
介
護
認
定
の
内
容
を
審
査
し

て
認
定
し
ま
す
。
認
定
情
報
確
認

の
た
め
、
交
付
は
後
日
郵
送
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

受
付
開
始
日　
１
月
５
日
㈮
～

申
請
に
必
要
な
も
の　
介
護
保
険

被
保
険
者
証
、
印
鑑
、
申
請
者
の

本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
等

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ
は　
福
祉

課
（
☎
22

－

１
５
９
２
）
へ

阿南市長

岩浅嘉仁

お
元
気
で
す
か

市
長
通
信

～ 

60
歳
、還
暦
の
阿
南
　
先
人
の
労
苦
に
想
い
を
は
せ
て 

～

　

新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ

ま
の
今
年
一
年
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
し

な
が
ら
、
本
年
最
初
の
市
長
通
信
の
筆
を
執
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

さ
て
、
今
年
は
阿
南
市
が
誕
生
し
て
60
年
を
迎

え
ま
す
。
昭
和
33
年
５
月
１
日
に
当
時
の
富
岡
、

橘
の
２
町
が
合
併
し
、
県
下
で
４
番
目
の
市
と
し

て
産
声
を
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
年
は
、
大
相
撲
が

現
在
の
６
場
所
制
へ
変
更
、
パ
リ
の
エ
ッ
フ
ェ
ル

塔
を
し
の
ぐ
世
界
一
高
い
東
京
タ
ワ
ー
が
完
成
し

ま
し
た
。
ま
た
、
11
月
に
は
皇
太
子
殿
下
と
正
田

美
智
子
様
の
婚
約
が
発
表
さ
れ
、
初
め
て
民
間
出

身
の
皇
太
子
妃
殿
下
が
生
ま
れ
る
こ
と
や
軽
井

沢
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
ロ
マ
ン
ス
な
ど
、
ミ
ッ

チ
ー
・
ブ
ー
ム
が
国
中
を
席
巻
し
、
国
民
が
明
る

い
時
代
の
到
来
を
意
識
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
の
阿
南
市
は
過
酷
な
船
出
で

し
た
。
困
難
な
財
政
事
情
の
も
と
で
、
新
し
い
市

と
し
て
の
基
礎
固
め
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
阿
南
市
は
、
合
併
前
の
富
岡
、
橘

両
町
か
ら
引
き
継
ぐ
形
で
、「
地
方
財
政
再
建
促

進
特
別
措
置
法
」
の
適
用
を
受
け
、
新
市
発
足
時

か
ら
財
政
再
建
に
取
り
組
み
、
昭
和
40
年
度
に
よ

う
や
く
過
去
の
赤
字
を
解
消
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

そ
の
途
上
、
昭
和
38
年
に
は
新
産
業
都
市
の
指
定

を
受
け
、
20
年
間
に
約
５
０
０
社
の
企
業
関
係
者

が
視
察
に
訪
れ
て
い
ま
す
。
初
代
阿
南
市
長
の
沢

田　

紋あ
や

氏
は
三
木
武
夫
元
首
相
と
も
昵じ

っ

懇こ
ん

で
、
阿

南
高
専
誘
致
や
工
場
立
地
を
依
頼
し
て
お
り
、
三

木
元
首
相
が
、
本
田
技
研
工
業
株
式
会
社
創
業
者

の
本
田
宗
一
郎
氏
を
橘
湾
へ
招
き
工
場
誘
致
の
協

力
を
要
請
し
た
歴
史
も
あ
り
ま
し
た
。

　

以
来
、
旧
阿
南
市
、
那
賀
川
町
、
羽
ノ
浦
町
の

先
人
の
努
力
が
、
今
日
の
本
市
の
隆
盛
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

　

市
制
施
行
60
周
年
の
意
義
は
、
過
去
の
歩
み
を

顧
み
、
そ
の
苦
難
の
道
程
を
今
一
度
思
い
出
す
と

と
も
に
、
来
た
る
べ
き
次
の
世
代
に
今
日
ま
で
の

歩
み
を
ど
う
生
か
し
て
い
く
か
に
あ
る
と
思
い
ま

す
。「
温
故
知
新
」
…
。
過
去
と
現
在
を
い
き
い

き
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
人
の
師
に

な
れ
る
と
孔
子
は
は
っ
き
り
と
言
い
き
っ
て
い
ま

す
。

　

本
年
が
、
明
日
の
阿
南
市
を
見
つ
め
ら
れ
る
良

い
年
に
な
り
ま
す
よ
う
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
く
り
も
の

阿
南
市
へ

●
防
犯
灯
17
灯

四
国
電
力　

阿
南
営
業
所
様
か

ら
安
心
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
の

た
め

阿
南
市
交
通
遺
児
育
英
基
金
へ

●
金
10
万
円　

上
中
町　

徳
島
県
自
動
車
整
備

振
興
会
阿
南
支
部
様
か
ら

　

以
上
、
ご
寄
贈
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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